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（
平
成
二
六
年
五
月
三
〇
日
法
律
第
四
九
号
）

一
、
提
案
理
由（
平
成
二
六
年
三
月
二
八
日
・
衆
議
院
内
閣
委
員
会
）

○
菅
国
務
大
臣

�

（
略
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ま
た
、
た
だ
い
ま
議
題
と
な
り
ま
し
た
独
立
行
政
法
人
日
本
医
療
研
究

開
発
機
構
法
案
に
つ
い
て
、
そ
の
趣
旨
を
御
説
明
い
た
し
ま
す
。

こ
の
法
律
案
は
、
医
療
分
野
の
研
究
開
発
に
お
け
る
基
礎
か
ら
実
用
化

ま
で
の
一
貫
し
た
研
究
開
発
を
推
進
す
る
た
め
、
健
康
・
医
療
戦
略
推
進

本
部
が
作
成
す
る
医
療
分
野
研
究
開
発
推
進
計
画
に
基
づ
き
、
研
究
機
関

の
能
力
を
活
用
し
て
行
う
医
療
分
野
の
研
究
開
発
及
び
そ
の
環
境
の
整

備
、
研
究
機
関
に
お
け
る
医
療
分
野
の
研
究
開
発
及
び
そ
の
環
境
の
整
備

の
助
成
等
の
業
務
を
行
う
独
立
行
政
法
人
日
本
医
療
研
究
開
発
機
構
を
新

た
に
設
立
す
る
た
め
の
も
の
で
あ
り
ま
す
。

次
に
、
こ
の
法
律
案
の
内
容
に
つ
い
て
、
そ
の
概
要
を
御
説
明
い
た
し

ま
す
。

第
一
に
、
本
独
立
行
政
法
人
の
名
称
、
目
的
、
業
務
の
範
囲
等
に
関
す

る
事
項
を
定
め
て
お
り
ま
す
。

第
二
に
、
本
独
立
行
政
法
人
の
役
員
と
し
て
、
理
事
長
、
理
事
及
び
監

事
を
置
く
こ
と
と
し
て
お
り
ま
す
。

第
三
に
、
本
独
立
行
政
法
人
の
主
務
大
臣
等
に
つ
い
て
定
め
る
ほ
か
、

理
事
長
及
び
監
事
の
任
命
、
中
期
目
標
の
策
定
等
に
当
た
っ
て
、
健
康
・

医
療
戦
略
推
進
本
部
の
意
見
を
聞
く
こ
と
と
し
て
お
り
ま
す
。

以
上
の
ほ
か
、
所
要
の
規
定
の
整
備
を
行
う
こ
と
と
し
て
お
り
ま
す
。

以
上
が
、
こ
の
法
律
案
の
趣
旨
で
ご
ざ
い
ま
す
。

二
、
衆
議
院
内
閣
委
員
長
報
告（
平
成
二
六
年
四
月
一
〇
日
）

○
柴
山
昌
彦
君　

た
だ
い
ま
議
題
と
な
り
ま
し
た
両
案
に
つ
き
ま
し
て
、

内
閣
委
員
会
に
お
け
る
審
査
の
経
過
及
び
結
果
を
御
報
告
申
し
上
げ
ま
す
。
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（
略
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次
に
、
独
立
行
政
法
人
日
本
医
療
研
究
開
発
機
構
法
案
の
概
要
に
つ
い

て
申
し
上
げ
ま
す
。

本
案
は
、
研
究
機
関
の
能
力
を
活
用
し
て
行
う
医
療
分
野
の
研
究
開
発

及
び
そ
の
環
境
の
整
備
、
研
究
機
関
に
お
け
る
医
療
分
野
の
研
究
開
発
及

び
そ
の
環
境
の
整
備
の
助
成
等
を
行
う
た
め
、
独
立
行
政
法
人
日
本
医
療

研
究
開
発
機
構
を
設
立
し
、
そ
の
名
称
、
目
的
、
業
務
の
範
囲
等
に
関
す

る
事
項
を
定
め
る
も
の
で
あ
り
ま
す
。

両
案
は
、
去
る
三
月
二
十
五
日
、
本
会
議
に
お
い
て
趣
旨
説
明
及
び
質

疑
が
行
わ
れ
た
後
、
直
ち
に
本
委
員
会
に
付
託
さ
れ
ま
し
た
。
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本
委
員
会
に
お
い
て
は
、
同
月
二
十
八
日
菅
内
閣
官
房
長
官
か
ら
両
案

の
提
案
理
由
の
説
明
を
聴
取
い
た
し
ま
し
た
。
次
い
で
、
四
月
二
日
に
質

疑
に
入
り
、
翌
三
日
厚
生
労
働
委
員
会
と
の
連
合
審
査
会
を
行
い
、
四
日

参
考
人
か
ら
意
見
を
聴
取
し
ま
し
た
。

昨
九
日
、
質
疑
を
行
い
、
質
疑
終
局
後
、
健
康
・
医
療
戦
略
推
進
法
案

に
対
し
、
自
由
民
主
党
、
民
主
党
・
無
所
属
ク
ラ
ブ
及
び
公
明
党
の
三
会

派
共
同
提
案
に
よ
り
、
こ
の
法
律
の
施
行
後
三
年
以
内
に
、
臨
床
研
究
に

お
い
て
中
核
的
な
役
割
を
担
う
医
療
機
関
に
お
け
る
臨
床
研
究
の
環
境
の

整
備
の
状
況
に
つ
い
て
検
討
を
加
え
、
そ
の
結
果
に
基
づ
い
て
必
要
な
措

置
を
講
ず
る
も
の
と
す
る
こ
と
を
内
容
と
す
る
修
正
案
が
提
出
さ
れ
ま
し

た
。
ま
た
、
み
ん
な
の
党
か
ら
、
独
立
行
政
法
人
日
本
医
療
研
究
開
発
機

構
を
設
立
し
な
い
こ
と
と
す
る
こ
と
に
伴
い
、
独
立
行
政
法
人
日
本
医
療

研
究
開
発
機
構
に
関
す
る
規
定
を
削
除
す
る
こ
と
を
内
容
と
す
る
修
正
案

が
提
出
さ
れ
、
そ
れ
ぞ
れ
趣
旨
の
説
明
を
聴
取
し
ま
し
た
。

次
い
で
、
討
論
を
行
い
、
順
次
採
決
い
た
し
ま
し
た
と
こ
ろ
、
ま
ず
、

健
康
・
医
療
戦
略
推
進
法
案
に
つ
き
ま
し
て
は
、
み
ん
な
の
党
提
出
に
係

る
修
正
案
は
賛
成
少
数
を
も
っ
て
否
決
さ
れ
、
自
由
民
主
党
、
民
主
党
・

無
所
属
ク
ラ
ブ
及
び
公
明
党
の
三
会
派
共
同
提
案
に
係
る
修
正
案
並
び
に

修
正
部
分
を
除
く
原
案
は
い
ず
れ
も
賛
成
多
数
を
も
っ
て
可
決
さ
れ
、
本

案
は
修
正
議
決
す
べ
き
も
の
と
決
し
ま
し
た
。
次
に
、
独
立
行
政
法
人
日

本
医
療
研
究
開
発
機
構
法
案
に
つ
き
ま
し
て
は
、
賛
成
多
数
を
も
っ
て
原

案
の
と
お
り
可
決
す
べ
き
も
の
と
決
し
ま
し
た
。

な
お
、
両
案
に
対
し
附
帯
決
議
が
付
さ
れ
ま
し
た
。

以
上
、
御
報
告
申
し
上
げ
ま
す
。

○
附
帯
決
議（
平
成
二
六
年
四
月
九
日
）

（
健
康
・
医
療
戦
略
推
進
法
（
平
二
六
法
四
八
）
の
附
帯
決
議
と
一
括

し
て
掲
載
）

三
、
参
議
院
内
閣
委
員
長
報
告（
平
成
二
六
年
五
月
二
三
日
）

○
水
岡
俊
一
君　

た
だ
い
ま
議
題
と
な
り
ま
し
た
三
法
律
案
に
つ
き
ま
し

て
、内
閣
委
員
会
に
お
け
る
審
査
の
経
過
と
結
果
を
報
告
申
し
上
げ
ま
す
。
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略
）�

次
に
、
独
立
行
政
法
人
日
本
医
療
研
究
開
発
機
構
法
案
は
、
医
療
分
野

の
研
究
開
発
及
び
そ
の
環
境
の
整
備
の
実
施
、
助
成
等
を
行
う
た
め
、
独

立
行
政
法
人
日
本
医
療
研
究
開
発
機
構
を
設
立
し
、
そ
の
名
称
、
目
的
、

業
務
の
範
囲
等
に
関
す
る
事
項
を
定
め
よ
う
と
す
る
も
の
で
あ
り
ま
す
。

委
員
会
に
お
き
ま
し
て
は
、
両
法
律
案
を
一
括
し
て
議
題
と
し
、
参
考

人
か
ら
意
見
を
聴
取
す
る
と
と
も
に
、
健
康
・
医
療
戦
略
の
推
進
体
制
及

び
予
算
編
成
の
在
り
方
、
健
康
・
医
療
戦
略
推
進
本
部
の
総
合
調
整
の
在

り
方
、
研
究
不
正
へ
の
対
処
方
策
、
基
礎
研
究
の
重
要
性
等
に
つ
い
て
質

疑
が
行
わ
れ
ま
し
た
が
、
そ
の
詳
細
は
会
議
録
に
よ
っ
て
御
承
知
願
い
ま



独
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す
。質

疑
を
終
了
し
、
討
論
に
入
り
ま
し
た
と
こ
ろ
、
み
ん
な
の
党
の
薬
師

寺
委
員
よ
り
両
法
律
案
に
反
対
、
日
本
共
産
党
の
田
村
理
事
よ
り
両
法
律

案
に
反
対
の
旨
の
意
見
が
そ
れ
ぞ
れ
述
べ
ら
れ
ま
し
た
。

次
い
で
、
順
次
採
決
を
行
っ
た
結
果
、
両
法
律
案
は
い
ず
れ
も
多
数
を

も
っ
て
原
案
ど
お
り
可
決
す
べ
き
も
の
と
決
定
い
た
し
ま
し
た
。

な
お
、
両
法
律
案
に
対
し
附
帯
決
議
を
行
い
ま
し
た
。

�

（
略
）�

以
上
、
報
告
申
し
上
げ
ま
す
。

○
附
帯
決
議（
平
成
二
六
年
五
月
二
〇
日
）

（
健
康
・
医
療
戦
略
推
進
法
（
平
二
六
法
四
八
）
の
附
帯
決
議
と
一
括

し
て
掲
載
）


